
「医療政策の経緯、現状及び今後の課題について」の策定の趣旨  

国民の生活の質（QO」）の確保t向上を図りつつ医療の効率化を図ることを基本として医療真の適正化等を  

推進する医療構造改革の方向性に沿って、平成18年の通常国会で関連法案が成立  

厚生労働省医療構造改革本部（本部長：大臣）に、総合企画調整部会（事務次官、厚生労働審議官、医政局長、保険局長、老健局  
長ほか医療関係二局の局長等で構成）、及びその下に局を横断する3つのプロジェクトチームを設置し、改革の円滑施行に取組中  
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基本的認識  

短期的な対応  医師数全体は将来的に均衡する見込み  

しかし・・■  【地域における偏在への対応】  

○ 都道府県を中心にした新しい医師派遣機能の構築  

【共通の対応】  

○ 医師が集まる拠点病院づくりや、拠点病院と医療機関相互   
のネットワークの構築（特に産科りト児科）  

○ 外来における開業医と病院の役割分担（住民の理解と協力   
が必要）  

○ 女性医師バンクの活用等、女性医師が働きやすい環境づくり  

【産科の対応】  

○ 訴訟の増加により、産科医療が萎縮しないようにするため、   
死因究明制度や産科医療補償制度の検討  

○ 医師との協働による助産師外来、院内助産所の活用  

【小児科の対応】  

○ 小児救急病院における医師等の夜間休日配置の充実  

○ 初期小児科救急の当番制による開業医等の活用  

○ 小児救急電話相談事業の普及・充実  

産科・小児科といった診療科による偏在がある  
必要なこ  

とは‥・  【産科】  

○医師数及び分娩実施施設数は、減少傾向  

○各病院に1人ずつ配置されるなど、薄く広い配置等による厳   
しい勤務環境  

○産科による訴訟リスクの高まりに対する懸念  

【小児科】  

○医師数は増加しているが、病院への夜間・休日患者の集中  

、急性期の病院にお  

地域による偏在がある  

○全国的な地域間の偏在と、同じ都道府県内でも県庁所在地   
とそうでないところとの偏在  

仮に・・・  

単純に医師総数を増やしても偏在の解消にはつながらない  
「医師確保等支援チーム」による都道府県への具体的な支援  

中長期的な対応  
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○ 医師不足が深刻な県を主な対象に、大学医学部における暫定   
的な定員増や、地元出身者のための地域枠を設定  

○ 医師と関係職種との役割分担の在り方の検討  



○ 大学医学部の医局が従来担っていた地域の医療機関に対して医師を紹介する機能が弱まって  

いる事情がある。  
○ 大学病院以外に医師を集めることができる魅力的な病院が存在する。  

取組のイメージ  従来の医師の供給体制   
ヽ  
ヽ  
ヽ  

l  

①医師を集めることができる：  

A病院においては、地域医療へ；  
の貢献を医師のキャリアアップ：  

に必要な要素として位置付ける：  
l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

J  

J  

院に医師の派遣を要請で  ②医師不足の状況を踏まえて A病  

きる体制を整備  

・
・
・
．
磨
 
 

地域において、従来大学  

医局が担ってきた医師の  
派遣機能をA病院が持つ  

こととなる  
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◎2次救急医療施設に訪れる年齢別・重症度別の患者数  

出典‥日本医師会小児救急医療体制のあり方に関する検討委員会報告書（平成14年）  

◎平成16年度東京都休日一全夜間診療事業（小児科）実績報告  
（都内51施設二次小児救急医療での診療患者数）  

来院患者総数  33万1615人  

うち入院を要しなかった患者 31万5757人（約95％）  
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岡崎市の取組例  
※岡崎市においては、小児救急体制について、住民参加の協議会活動を行い、シンポジウムの開催や  

受診の仕方についてのガイドブック作成などの患者・住民への啓発広報活動を行ったところ、一次医療を  

担う夜間急病診療所の利用者が増加し、高度な救急医療を担う市民病院救急外来受診者は減少した。  

岡崎市民病院救急外来、夜  
小児科受診者数（20時～  
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医療機関における死亡割合の年次推移  

医療機関において死亡する者の割合は年々増加しており、昭和51年に自軍で死亡する者の割合を  
上回り、更に近年では8割を超える水準となっている。  

50  53  56  59  62  2  5  8  

（平成・年）  

11   14  44   47  
（昭和ヰ）  

26  29  32   35  38  41  

資料：「人口動態統計」（厚生労働省大臣官房統計情報部）  
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死亡数の年次推移  
（千人）  

1，800  

1，600  

1，400  

1，200  

1，000   

昭和2630 35 40 45 50 55 60 元 5 10 －5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6567  

資料）平成17年までは厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」  

平成18年以降は社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（出生中位・死亡中位）  
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※急性期、回復期、療養期等各機能を担う医療機関それぞれにかかりつけ医がいることも考えられるが、ここでは、身近な地域で日常的な医療を受け  
たり、あるいは健康の相談等ができる医師として、患者の病状に応じた適切な医療機関を紹介することをはじめ、常に患者の立場に立った重要な役割を  
担う医師をイメージしている。  21   



医療連携の取組（青森県）  

青森県地域連携パス標準化モデル開発・普及事業  

開始時期：平成17年度から  

対象地域：八戸圏域と下北圏域  

対象疾患：脳血管疾患  

入院患者が退院後に円滑に地域での生活に戻り、早期に社会復帰できる仕組みづくり  

適時適切なサービスを切れ目なく提供できるようにするために、筋道（パス）を保健医療福祉関  
係者と患者家族で共有し活用することにより、適切なサービスが提供できるようにするもの  

・肌て棚て酬・ご川抑こ叫ほくたさい   

参加医療機関数  

病院  診療所   

八戸圏域   17   34   

下北圏域   4   

地域の多くの医療機関が参加。介護施設等も参加  
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尾道市で行われている在宅での医療と介護の機能分担・連携の例  

ファレンス  

マネジャーがケアカンファレンスに参加  
《ポイント》  

イゝ葺   

高齢要介護者 ＋ニ   
（在宅）  

一■－     －  ■  

．＿∴ 一二・・・  転
院
時
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
 
 

急性期病院   期・慢性胡病院  

退院時ケアカンファレンス  

主治医  

ケアマネ  

訪問看護ST  

ヘルパーST  

¶－1－「  ∴ 

． 
退
所
時
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
 
 

継続医療一継続看護・介護  
介護老人保健施設  

リハビリ（施設ケア機能）  
在宅復帰  

（注）尾道市医師会作成資料を基に厚生労働割こて作成 
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在宅医療（終末期ケアを含む）の連携のイメージ  

24   



泡削よ綱月更紗評l廼数（米酢癌晰痛め常鰯）  
滋酬よ嘲市細面顛嘔開封「瑚  

注】米酢劫髄汀dMddne（16ⅦⅠ塙）の勃1コ竜山IyMddr℃（阻肥堵）力洛説こ才喀内   

科淵よ榔 醐牡ヒ顛ぬ7賊る  
淫l掴コよRl海d訂†s加療由腑や山顎洞鹿畑山tr也ヽ弱体の表牒緒ひ－一昔隆   

担ブn博樹動も拙論寮棚瓢同君項弘るコカら轍戯掘温  
海米酢よ諭新堀lの如′d（専ヨ髄が中止なブ〔専】弓蛋紛〕醐匙な乱．ジ   

礪藁めてし亀各プ蜘勧請l紬棚別表市ま   
自由鯛電碧乱ヽ  

激痛彗囲ユ呵よ臓脚部駄1釘1．心視た  
注7第好摩軒濡給欄傭落傲  

脳雅訓科整形別科 夕陣l 腫例科 内科 全臨床医 鹿島人斜／J明科 願軒斗 癖璧医 R山Iy  

（呼吸詣州軋  
Mddne  

心臓墟診陣D  
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